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知事コメント

令和3年5月20日 (木)

県内の新型コロナウイルスの感染状況が急速に拡大しています。昨日(5/1

9) の新規感染者数は203名と過去最多を更新しており、本日も198名と同水準

となっております。昨日は10代未満が13名、10代25名、20代55名、30代30名、

40代32名、50代18名の合計は173名となっており、活動的な世代から感染が拡

大していることが数字の上からも推測されます。

新規感染者数の増加に連動し、本日の療養者数は1,740名となり、7日連続

で最多数を更新しています。

県では、このような状況に鑑み、昨日医療非常事態宣言を発出するとともに

国に対しては、 緊急事態宣言の対象に加えて頂くよう文書で要請を行いまし

た。

県としましては、緊急事態宣言の対象地域となるかどうかに関わらず、県民

の皆様の安全安心な暮らしを守るため、今まず、できることを強力にすすめて

まいります。

まず、ひとつめに飲食店の営業時間短縮要請の徹底です。

県は重点措置の期間中、全域の飲食店に対して、営業時間短縮の要請をし

ておりますが、感染防止の実効性を高めるため、ご協力頂けない店舗に対して

は強い姿勢でのぞんでまいります。

重点措置区域内の要請に応じて頂けていない店舗として確認されている211

件につきましては、県職員の訪問等による再三の注意喚起にも応じて頂けな

い

15件について、今週中にも命令を発出し、店舗名の公表を行います。

県民の皆様には、これらの店舗を利用しないようにお願いするとともに商店

街や通り会の皆様にも、店舗を利用しないよう要請文とあわせて情報を共有し

ますので、ご協力を呼びかけて頂きますよう宜しくお願い致します。



- 2 -

また、感染対策に取り組んでいる店舗に対し、県から認証ステッカーを付与

する感染防止対策認証制度も今月末から認証に向けた巡回を行い、対象店舗

からの申請受付を開始いたします。引き続き感染対策に取り組んで頂けますよ

うよろしくお願い致します。 なお、その他の業界等についても今後認証制度の

取り組みを拡充してまいりますので、ご協力をお願いいたします。 なお、詳細

は追ってお伝えすることと致します。

次に、感染拡大を抑え込むために、人の流れを可能な限り抑えることが重要

と鑑み、今回の急速な感染拡大には、GWの人の流れが増えたことに加え、変

異株の影響もあると考えられております。施設に人が集まり、飲食等につなが

ることを防止する必要があることから、県としましては、県が管理する施設を休

業することについて検討を始めており、明日(5/21) コロナ本部会議で協議する

こととしております。

また、頻発している高齢者施設でのクラスターを防ぐため、エッセンシルワー

カーに対するPCR検査を今年度も実施するとともに、施設での感染の芽を早期

に発見するための抗原検査キットの導入について、現在準備を進めておりま

す。

加えて、今回の感染拡大は大型連休中の人の流れの増加が大きく影響して

いるものと考えられることから、水際対策として、離島空港におけるPCR検査に

ついては業者の選定が決定しましたので、今後必要な調整を進め、6月上旬を

目途に実施してまいりたいと考えております。那覇空港の検査体制の拡充につ

いても随時取り組んでまいります。

次に、感染症対策の切り札となるワクチン接種については、医師会、看護協

会や薬剤師会など関係機関と連携し、市町村において円滑に実施できるよう

支援するとともに、県として、広域接種センターを中部、南部に1か所ずつ設置

するための準備を進めております。また、接種センターにおける接種対象者に

ついては、高齢者や基礎疾患のある方に続いて介護施設で従事するエッセン

シャルワーカーについても接種の対象をひろげられるよう国及び市町村と調整

をはかってまいります。
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さらに、医療提供体制のひっ迫に対応する為、医療機関のご協力を頂き、54

5床まで病床数を拡げており、宿泊療養施設についても公募を5月4日から開始

しております。看護業務等に従事して頂ける方についても募集を行っています

ので、ご協力を頂ける方は是非、沖縄県看護協会ナースセンター (098-888-3

127) までご連絡をお願いします。また、自宅療養者の方が増えていることに対

し、体調管理の徹底のため貸与を始めておりますパルスオキシメーターの更な

る確保についても取り組んでまいります。

現在の危機的状況を乗り越えるためには、市町村の皆様の協力が重要で

す。市町村や自治会、通り会の皆様におかれては、特に飲食店の非協力店舗

の見回り、路上飲み自粛への声かけ、広報手段などを活用した住民への周知

など、地域ぐるみでの感染防止に積極的に取り組んで頂けますよう文書での

協力を呼びかけることとしております。

なお、企業におきましては関係部局から直接、代表者の皆様あて、従業員の

方が体調が悪いときには仕事を休ませること、ルールを守らない店舗は利用し

ないことなどの依頼文書を発出致しますので、ぜひともご協力をよろしくお願い

いたします。

昨日国へ緊急事態宣言についての要請を致しましたが、県としまして、改め

て県民一丸となって、この危機的状況を乗り越えることを最優先としたいと思い

ます。県民の皆様に取りうる感染対策をしっかり実行して頂きますようお願い

するとともに、県としては検査体制の拡充やワクチン接種に注力し、認証制度

及び具体的な支援策の取り組みについても、全力で取り組んで参ります。

是非とも皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。


